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 『受動喫煙から、働く方々の健康を守るための対策を行いたい』 

受動喫煙防止対策に関する各種支援事業 
                                   

                                 

                                   

                                   

 

① 受動喫煙防止対策助成金 

対象となる方  
職場で働く方々の受動喫煙を防止するため、たばこの煙が漏れないような要件※を満たす喫煙室

等の設置や改修に関する費用の一部を助成します（対象は中小企業事業主に限ります。）。 
※ 喫煙室内に向かう風速がその入口で0.2m/s以上 

 
支援内容  

喫煙室の設置や改修に要した経費のうち、工費、設備費などの２分の１（上限200万円）を助成し
ます。 

 
ご利用方法  
 
 
 
 

助成対象、申請の方法や必要な書類など、詳しくは各都道府県労働局へお問い合わせください。 
 

 
 
② 受動喫煙防止対策のための相談窓口  
対象となる方・支援内容  

全国の事業場からの受動喫煙防止対策に関する相談に、労働衛生コンサルタントなどの専門家
が助言・指導を行います。また、ご希望に応じて、全国の事業場に訪問し、実地で助言・指導を行い
ます。企業・団体の会合に講師を派遣し、対策に関する説明を行います。すべて無料です。 

【相談の例】 
受動喫煙防止対策を効果的に行うための計画の立て方や実施体制、事業場内の受動喫煙に関

する実態の適切な把握方法、喫煙室の設置のためのポイント、既存の喫煙コーナーの改善方法など 
 
③ たばこの煙の濃度等を測定するための機器の貸出 

対象となる方・支援内容  
現在の職場環境の把握や既に行った受動喫煙防止対策による改善状況を確認したい事業主の

方を対象に、たばこの煙の濃度や喫煙室の換気状態を測定する機器（粉じん計、風速計、一酸化
炭素計、臭気計）を無料で貸し出します。 

また、ご希望に応じて、全国の事業場に訪問し、機器の使い方の説明を行います。 
 

①のお問い合わせ先 各都道府県労働局労働基準部健康安全課（又は健康課） 
※申請時の書類提出窓口は雇用環境・均等部企画課（又は雇用環境・均等室）となりますのでご注意ください。 

 受動喫煙（他人のたばこの煙を吸ってしまうこと）から、働く方々の健康を守ることが事業主の方に

求められています。そこで、事業場における受動喫煙防止のための取組への支援として、助成金（経

済的支援）、専門家によるアドバイスや測定機器の貸与（技術的支援）を受けることができます。 

②、③のお問い合わせ先 

受託業者に直接お問い合わせください。             
② （一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 050-3537-0777 

http://www.jashcon.or.jp/contents/second-hand-smoke 
③柴田科学株式会社 03-3635-5111  

https://www.sibata.co.jp/news/news-29044/ 
担当部局：厚生労働省労働基準局安全衛生部環境改善室 03-5253-1111（内線：5506） 

都道府県労働局

に交付申請 

（工事前） 

 

交付決定 
 

工事 
都道府県労働局

に実績報告 

交付額確定 

↓ 

助成金交付 

『職場で使用する化学物質の適正な管理について技術的な支援を受けたい』 

化学物質のリスクアセスメント等に対する支援 
 

  せさ                                 

                                   

                                   
 
対象となる方  

化学物質を取り扱う中小規模事業者、 
化学物質のリスクアセスメントやラベル・SDSの読み方、 
適切な化学物質管理について知りたい方 

支援内容  
 中小規模事業場における適正な化学物質管理の実施を促進していく観点から、ラベルやSDS
（安全データシート）に記載された危険有害性情報の読み方、また、その情報に基づくリスクアセ

スメントの進め方など、現場の化学物質管理の手法等について、下記（予定）により専門家から

の助言等を無料で実施します。 

①電話等による相談窓口 
 電話、メール等による無料の相談窓口で、化学物質管理に関する照会・相談にお答えする

とともに、簡易な手法によるリスクアセスメントの実施を支援します。 

窓口開設期間： 
 平成28年度は、平成28年４月７日から平成29年３月20日まで（年末年始は除く。） 

電話／平日10時～17時 
メール／受付は24時間、原則として２営業日以内にご回答。 

②事業場への訪問指導 
 相談窓口にお問い合わせいただいた中小規模事業場のうち、訪問指導を希望される事業

場に対し、安全衛生指導の専門家を無料で派遣し、各事業場での化学物質の使用実態を

踏まえながら、ラベルやSDS（安全データシート）に記載された危険有害性情報をリスクアセスメ

ントの実施等に活用していく手法等についての訪問指導を行います。

ご利用方法 
 相談窓口に直接ご連絡ください。 

 

 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際の

リスクアセスメント等の実施が義務化されました。リスクを踏まえた適正な化学物質管理

に向けた取組について、無料で技術的な支援を受けることができます。

お問い合わせ先 
テクノヒル株式会社 

①電話：050-5577-4862 
メール：soudan@technohill.co.jp 

②電話：03-6231-0133 
メール：chemical@technohill.co.jp 

（化学物質管理に関する相談窓口）  

SDS 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046255.html
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